
 

船舶事故調査報告書 

令和８年１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年３月３０日 １５時００分頃 

発生場所 広島県呉
くれ

市倉橋
くらはし

島波多
は た

見
み

港北方沖 

 音戸
お ん ど

灯台から真方位１３３°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１１.２′ 東経１３２°３３.１′） 

事故の概要 漁船光栄
こうえい

丸は、西北西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年５月２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 光栄丸、１.３トン 

 ＨＳ３－３７６９８（漁船登録番号）、個人所有 

 第２７０－４０６６６号（船舶検査済証の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラに欠損、右舷中央部船底外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、下げ潮の末期、潮高 約５２cm（音戸ノ瀬

戸） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、呉市音戸
お ん ど

町の大浦
おおうら

埼南西方にある

養殖場で給餌を行った後、帰航する目的で、同埼東方沖を経由して同

町に所在する定係地に向かった。 

 船長は、船尾部にある操縦スタンドの前に立ち、前方を見ながら、

手動操舵により約６～７ノット（kn）の対地速力で本船を北北西進さ

せていた。 

 船長は、左舷船首方にある音戸町の双
そう

見
み

ノ鼻を目指しながら、本船

が波多見港東方沖を航行中、転針予定地点に差し掛かり、少し左舵を

取っていた際、前日に本船の給油を行ったことをふと思い出した。こ

のため、漁業協同組合担当者に給油代金の支払いを依頼しようと思っ

た。 

船長は、漁業協同組合担当者に連絡を入れようと、舵輪から両手を

放し、数分間、携帯電話の発信操作を繰り返していたところ、本船

は、緩やかに左転して波多見港北方沖の浅所（以下「本件浅所」とい

う。）に乗り揚げた。（図１参照） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

 巡視艇が本事故発生場所付近を航行中に本事故の発生に気付いた。 

 船長は、本船を自力で離礁できないと判断して、修理業者に携帯電

話で連絡し、救援を求めた。 

 船長から連絡を受けた修理業者は、漁業協同組合に所属する漁船

（以下「僚船」という。）の船長にも本船の救援を依頼した。 

船長は、修理業者が車で本船に到着した後、来援した僚船の船長と

共に、錨とロープで本船の船固めをした。 

船長は、僚船に移乗して定係地に帰航した。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

船長は、海上保安庁に本事故の発生を通報しなかった。 

 本船は、潮位の上昇により本船が離礁した後、僚船で定係地までえ
．

い
．
航された。 
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 本船の喫水は、船首約０.３５ｍ、船尾約０.８０ｍであった。 

分析 本船は、波多見港東方沖を手動操舵で北北西進中、船長が、左舵を

取ったまま、舵輪から手を放して携帯電話を操作し、周囲の見張りを

適切に行わなかったことから、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長が、携帯電話の操作をしたのは、給油代金の支払いについて気

になったことから、支払いを漁業協同組合担当者に依頼しようとした

ことによるものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、波多見港東方沖を手動操舵で北北西進中、船長

が、左舵を取ったまま、舵輪から手を放して携帯電話を操作し、周囲

の見張りを適切に行わなかったため、本件浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型船舶の船長は、手動操舵中、携帯電話などの操作を行わず、

操船に意識を集中すること。 

 ・船長は、事故が発生した場合、速やかに海上保安庁に通報するこ

と。 

 


